
豊中市建設工事等入札・契約手続検討委員会設置要綱 

 

（目的）                                                                        

第１条 市の建設工事並びにこれにかかる設計、監理及び調査等並びに測量調査（航空測量を除く。）

委託（以下「建設工事等」という。）の入札・契約手続について、より一層の透明性及び競争性を確

保するための具体策を検討することを目的とし、豊中市建設工事等入札・契約手続検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。   

  

（検討事項）                                                                    

第２条 委員会において検討する事項は、次の号に掲げるものとする。                

 （１）現行の建設工事等の入札・契約手続の問題点の把握並びに整理に関すること。    

  （２）新たな建設工事等の入札・契約手続の検討に関すること。                    

  （３）建設工事等の現行指名基準の運用等、当面の事務改善に関すること。          

  （４）その他必要な事項に関すること。                                          

  

（組織）                                                                        

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。                          

２ 委員長及び副委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。この場合において委員長となる者 

 は、総務部担当の副市長とする。                                        

３ 委員は、総務部、環境部、財務部、都市計画推進部及び都市基盤部の部長並びに市立豊中病院の

事務局長並びに上下水道局の経営部及び技術部の部長の職にある者をもって充てる。 

４ 課題別等に詳細な検討を行うため、委員会に幹事会を置く。                     

  

 （運営）                                                                        

第４条 委員会は、委員長が招集する。                                            

２ 委員長に事故あるときは、副委員長が、委員長及び副委員長ともに事故あるときは、委員長が 

 あらかじめ定めた委員がその職務を代理する。                          

３ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。            

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。   

                                                            

（幹事会）                                                                     

第５条 幹事会は、委員会の方針に基づき、必要な調査及び検討等を行う。            

２ 幹事会は、会長及び幹事で構成する。                                          

３ 幹事会の会長は、総務部契約検査課長の職にある者をもって充てる。              

４ 幹事は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

（１）環境部、財務部、都市計画推進部及び都市基盤部の総務担当課長並びに上下水道局経営部の

総務課長 

（２）公園みどり推進課長、施設課長、都市整備課長及び都市基盤部次長並びに市立豊中病院事務

局病院総務課長並びに上下水道局技術部次長及び同部猪名川流域下水道事務所長    

５ 幹事会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。     

６ 幹事会は、協議事項に関係のある者のみで開催することができる。                

  

（庶務）                                                                        

 第６条 委員会及び幹事会の庶務は、総務部契約検査課において行う。              

  

（その他）                                                                      

 第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。 

                                                

    附 則                                                                      

  この要綱は、平成５年９月２日から実施する。                                      

    附 則                                                                      

  この要綱は、平成９年４月１日から実施する。                                      

      附 則                                                                      

  この要綱は、平成１１年４月１２日から実施する。                                          

    附 則                                                                      



  この要綱は、平成１５年４月１５日から実施し、平成１５年４月１日から適用する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、平成１９年７月２３日から実施し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

附 則                                                                      

  この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 


